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その他の快適な職場環境を形成するための措置

洗面所・更衣室等M

サポートシステム 職場生活支援施設

フローリングの部屋とソファを備えた更衣室を設置した。

窓を大きく取った明るい洗面所。小物用の収容ボックスを設置

男女別の清潔な更衣室。シャワー
室も備えている。

洗面設備も備えた女性専用の更衣室

洗面所、更衣室等の労働者の就業に際し必要となる
設備を常時清潔で使いやすくしておくこと。

http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/sho/panf/panf_jirei4.pdf


食堂等N
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食堂等の食事をすることのできるスペースを確保し、
これを清潔に管理しておくこと。

食空間としての環境整備において、大きな窓の配置は開放感があり、社員が快適でリラックスでき、社
員相互のコミュニケーションの場として活用されている。

明るくゆったりとしたスペースの食堂。窓も大きく取ってあ
り外の景色を眺めながら食事ができる。

樹木のあるスペースを意識した食堂。イスも木製にしている。
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給湯設備・談話室等O
労働者の利便に供するよう給湯設備や談話室等を
確保することが望ましいこと。

ゆっくり休憩できるよう休憩スペースを改善した。

ホールに地元の風景画を飾りリラックスできる空間とした。

気分が悪くなった場合等に利用できる
仮眠用のベッドを用意している。

休憩室に給湯設備、エアコン等を整備した。



中央労働災害防止協会　中央快適職場推進センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（直通）TEL ０３（３４５２）６３９６・６４０６　　（代表）TEL ０３（３４５２）６８４１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホームページ http://www.jisha.or.jp/kaiteki/index.html
　都道府県ごとに快適職場推進センターが設置されており、同センターの快適職場推進アドバイザーが皆様のご相談を
お待ちしております。
　また、快適職場づくりに関する行政へのご相談は、下記の都道府県労働局の各担当課へご連絡下さい。

北海道快適職場推進センター
青森快適職場推進センター
岩手快適職場推進センター
宮城快適職場推進センター
秋田快適職場推進センター
山形快適職場推進センター
福島快適職場推進センター
茨城快適職場推進センター
栃木快適職場推進センター
群馬快適職場推進センター
埼玉快適職場推進センター
千葉快適職場推進センター
東京快適職場推進センター
神奈川快適職場推進センター
新潟快適職場推進センター
富山快適職場推進センター
石川快適職場推進センター
福井快適職場推進センター
山梨快適職場推進センター
長野快適職場推進センター
岐阜快適職場推進センター
静岡快適職場推進センター
愛知快適職場推進センター
三重快適職場推進センター
滋賀快適職場推進センター
京都快適職場推進センター
大阪快適職場推進センター
兵庫快適職場推進センター
奈良快適職場推進センター
和歌山快適職場推進センター
鳥取快適職場推進センター
島根快適職場推進センター
岡山快適職場推進センター
広島快適職場推進センター
山口快適職場推進センター
徳島快適職場推進センター
香川快適職場推進センター
愛媛快適職場推進センター
高知快適職場推進センター
福岡快適職場推進センター
佐賀快適職場推進センター
長崎快適職場推進センター
熊本快適職場推進センター
大分快適職場推進センター
宮崎快適職場推進センター
鹿児島快適職場推進センター
沖縄快適職場推進センター

5  011(747)6141
5  017(777)4686
5  019(623)6521
5  022(265)4091
5  018(862)3362
5  023(674)0204
5  024(522)6717
5  029(225)8881
5  028(678)2771
5  027(233)3582
5  048(822)3466
5  043(241)7761
5  03(5678)5556
5  045(662)5965
5  025(543)7664
5  076(442)3966
5  076(232)2973
5  0776(54)3323
5  055(251)6626
5  026(223)0280
5  058(249)1780
5  054(254)1012
5  052(221)1439
5  059(227)1051
5  077(522)1786
5  075(321)2731
5  06(6353)7401
5  078(231)6903
5  0742(36)2040
5  073(446)7000
5  0857(52)7300
5  0852(23)1730
5  086(225)3571
5  082(224)0832
5  083(925)1430
5  088(634)1266
5  087(816)1401
5  089(921)7033
5  088(861)5566
5  092(262)7874
5  0952(32)1519
5  095(849)2450
5  096(356)1989
5  097(532)5763
5  0985(25)1853
5  099(226)3621 
5  098(868)2826

北海道労働局労働衛生課
青森労働局安全衛生課
岩手労働局安全衛生課
宮城労働局安全衛生課
秋田労働局安全衛生課
山形労働局安全衛生課
福島労働局安全衛生課
茨城労働局安全衛生課
栃木労働局安全衛生課
群馬労働局安全衛生課
埼玉労働局安全衛生課
千葉労働局安全衛生課
東京労働局労働衛生課
神奈川労働局労働衛生課
新潟労働局安全衛生課
富山労働局安全衛生課
石川労働局安全衛生課
福井労働局安全衛生課
山梨労働局安全衛生課
長野労働局安全衛生課
岐阜労働局安全衛生課
静岡労働局安全衛生課
愛知労働局労働衛生課
三重労働局安全衛生課
滋賀労働局安全衛生課
京都労働局安全衛生課
大阪労働局労働衛生課
兵庫労働局労働衛生課
奈良労働局安全衛生課
和歌山労働局安全衛生課
鳥取労働局安全衛生課
島根労働局安全衛生課
岡山労働局安全衛生課
広島労働局安全衛生課
山口労働局安全衛生課
徳島労働局安全衛生課
香川労働局安全衛生課
愛媛労働局安全衛生課
高知労働局安全衛生課
福岡労働局労働衛生課
佐賀労働局安全衛生課
長崎労働局安全衛生課
熊本労働局安全衛生課
大分労働局安全衛生課
宮崎労働局安全衛生課
鹿児島労働局安全衛生課
沖縄労働局安全衛生課

5  011(709)2311
5  017(734)4113
5  019(604)3007
5  022(299)8839
5  018(862)6683
5  023(624)8223
5  024(536)4603
5  029(224)6215
5  028(634)9117
5  027(210)5004
5  048(600)6206
5  043(221)4312
5  03(3512)1616
5  045(211)7353
5  025(234)5923
5  076(432)2731
5  076(265)4424
5  0776(22)2657
5  055(225)2855
5  026(223)0554
5  058(245)8103
5  054(254)6314
5  052(972)0256
5  059(226)2107
5  077(522)6650
5  075(241)3216
5  06(6949)6500
5  078(367)9153
5  0742(32)0205
5  073(488)1151
5  0857(29)1704
5  0852(31)1157
5  086(225)2013
5  082(221)9243
5  083(995)0373
5  088(652)9164
5  087(811)8920
5  089(935)5204
5  088(885)6023
5  092(411)4798
5  0952(32)7176
5  095(801)0032
5  096(355)3186
5  097(536)3213
5  0985(38)8835
5  099(223)8279
5  098(868)4402
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